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第１章 序論 

 

Ⅰ. 新型コロナウイルス感染症の流行 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は 2019 年 12 月、中華人民共和国湖北省武漢

市で初めて発生が確認された。2020 年 1 月 30 日、世界保健機関（World Health 

Organization：WHO）により「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（Public Health 

Emergency of International Concern：PHEIC）」が宣言され 1、同年 3 月 11 日には世界

的な大流行（パンデミック）の状態にあると表明された 2。PHEIC の宣言は、WHO が定め

る改正国際保健規則（International Health Regulations (2005)：IHR2005）に基づき、

４つの基準である(1)公衆衛生上の重篤性、(2)予測不可能性、(3)国際的な伝搬の可能性、

(4)国際交通規制の必要性、から判断される 3。 

国内では、2020 年 1 月 15 日に初めて COVID-19 の発生が確認されて以来 4、輸入や国

内伝搬を経て、全国的な流行が長期間続いている。同年 4 月 7 日に政府により新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法（特措法）第 32 条に基づく国内初の緊急事態宣言（第 1 回緊急

事態宣言）が都市部の７都府県で発出され、同月 16 日に対象が全国へと拡がった 5。また

特に重点的に感染対策を進めていく必要がある地域を特定警戒都道府県とし、13 都道府県

（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県、北海道、茨城県、石川県、

岐阜県、愛知県、京都府）が指定された。なお、第 1 回緊急事態宣言は、同年 5 月 25 日に

全面解除されたが、2021 年末現在までに計 3 回の緊急事態宣言（第１回：2020 年 4 月-5

月、第 2 回：2021 年 1 月-3 月、第３回：2021 年 4 月-9 月）が発出された 6。緊急事態

宣言は実施すべき区域が都道府県単位で決められ、第１回は全国で発出されたが、第２回、

第 3 回は一部の都道府県のみで発出された。  
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Ⅱ. 問題の所在 

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の主な感染経路は、飛沫感染とエアロゾル感染、接

触感染である 7-9。エアロゾルを発生させるエアタービン等の機械利用や、唾液と血液に触

れる機会が多い歯科診療は、徹底した感染対策が必要であり、SARS-CoV-2 の感染拡大が

始まった当初から、歯科診療を介した院内感染が危惧された 10-12。歯科診療については、

2020 年 4 月に厚生労働省から標準予防策の徹底や、診療室の定期的な換気とともに、歯科

医師の判断により緊急性がない診療は延期等の留意点が周知（4 月 6 日事務連絡）された

13。しかし 4 月 6 日事務連絡には、歯科診療延期の基準や、COVID-19 のような新興感染

症発生時の患者の状態に応じた歯科診療継続の考え方は、示されていなかった。 

健康危機（感染症、自然災害、テロ攻撃等）発生時には、損害を最小限に留め、中核とな

る事業の継続と早期復旧を可能とするため、平常時に行うべき行動や緊急時の事業継続の

ための対策として、事業継続計画（Business Continuity Plan：BCP）を策定することが重

要である 14 15。医療機関における事業継続計画は、診療継続計画と呼ばれる 16。歯科医療

機関（病院歯科、歯科診療所）を含めた医療機関に対して、BCP 策定の法的義務はない。一

方で、努力義務として、特措法第６条に基づき策定された新型インフルエンザ等対策政府行

動計画には、新型インフルエンザ等の発生時においても医療提供を確保するため、新型イン

フルエンザ等患者の診療体制を含めた、BCP の策定及び地域における医療連携体制の整備

を進めることが重要であると示されている 17。また、中小企業等経営強化法第 56 条では、

中小企業が策定した BCP を国が認定することが示されており、これにより BCP に基づく企

業活動が評価される。しかしながら、第１回緊急事態宣言の発出時期には、地域の歯科医療

の大半を担う歯科診療所において、BCP の策定は普及していなかった 18。疼痛や腫脹、違

和感の症状がある時や慢性疾患の定期的な検査等、診療を受けないことにより、原疾患の悪

化リスクが高まる。新興感染症流行時は、流行している感染症への感染リスクと、受診抑制

による原疾患の悪化リスクを、比較考慮する必要がある。 

以上のことから、COVID-19 流行初期において、未知の新興感染症の流行に耐え得るよ
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うな、歯科医療提供者や患者の感染予防対策、歯科医療サービスを継続するための具体的計

画がなく、多くの歯科医療機関が歯科医療サービスの提供を休止した可能性がある。そのた

め、歯科医療提供側の診療体制が整っていない状況のなかで、患者はどのように歯科を受診

したら良いか分からず、自己判断で受診を抑制した等の歯科受療行動に変化が生じた可能

性がある。 
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Ⅲ. COVID-19 流行初期の歯科医療サービス提供に対する動き 

本研究では、WHO がパンデミックを表明した 2020 年 3 月から、国内の第１回緊急事態

宣言が解除された同年 5 月までを、「COVID-19 流行初期」と定義する。 

1. 国内の状況 

パンデミック直後の歯科診療は、厚生労働省の 4 月 6 日事務連絡を参考に、地域におけ

る COVID-19 発生状況や歯科医療提供体制を踏まえて、歯科医療機関は対応を行った。 

歯科の専門学術団体 46 学会から構成される日本歯科医学会連合は、2020 年 4 月１日に

「歯科診療における新型コロナウイルス感染症に対する留意点について（第 1 報）」を報告

し、症状がある患者が歯科医療機関に来院した時のスクリーニングや対応方法を示した 19。

その後も続報により、エアロゾル発生処置（Aerosol Generating Procedures：AGP）時の

感染予防対策や、予約間隔の調整、急を要しない治療の延期を提案し 20 21、歯科医療提供者

が直ぐに診療で活かせる感染予防対策の周知を行った。 

日本歯科医師会は、2020 年 4 月 3 日に「新型コロナウイルス感染症拡大に伴うお願い」

として、緊急性がない歯科診療延期について、都道府県歯科医師会を通じて会員の歯科医療

機関に周知した 22。また同年 8 月 11 日には「新たな感染症を踏まえた歯科診療の指針」を

発行し、歯科医療機関における感染予防対策やスタッフの健康管理、学校歯科健康診断への

対応等を示した 23。国民に対しては、同年 4 月 13 日に「日本歯科医師会から受診に関する

お願い」をウェブページに掲載し、延期しても問題の少ない治療や定期健診、訪問診療の延

期の検討、歯科医療機関における予約調整への協力について周知を行うとともに、不安があ

る場合はかかりつけ歯科医への相談を促した。また同年 5 月 1 日には「国民の皆様へ」と

全国紙・地方紙の一面広告等を用いて、緊急性がない治療の延期をお願いする一方で、治療

の緊急性の判断は状態により異なるために、かかりつけ歯科医に相談するよう周知を行っ

た。 

神奈川県保険医協会は、会員の開業歯科医師 1,847 名に対して、2020 年 4 月中旬に緊

急質問紙調査を実施した（回収率 12.1%）24。COVID-19 の影響として、再診患者の減少
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（81.6%）が最も多く、次いで新規患者の減少（64.1%）であった。調査結果のなかで、

2020 年 4 月当時は、全国的に不織布マスク等の個人防護具（Personal Protective 

Equipment：PPE）が不足し、歯科医療機関への供給が追い付かず、診療制限を実施した歯

科医療機関や、スタッフの健康状態により勤務調整を余儀なくされた歯科医療機関があっ

たことを報告した。 

全国の歯科診療所に対して実施された質問紙調査では、2019 年同時期と比較した 2020

年 4 月から 5 月の患者数は、特定警戒都道府県の地域が他の県と比較して、患者減少に対

する影響が大きいと報告した18。全体の53.8％の歯科診療所で、マスクが不足した。COVID-

19 に対応した BCP を策定した歯科診療所は、全体の 2.7％であった。しかしながら、BCP

を策定していない歯科診療所の 80.9％が、参考になる BCP があれば活用すると回答した。  

全国の病院歯科に対して実施された質問紙調査では、全体の約 9 割の病院が、2020 年 4

月から 5 月の患者数は、2019 年同時期と比較して 30%減少した 25。同時期において、受

診制限や処置内容の制限を行った病院の割合は 73.4%であり、定期通院している患者の受

診延期や、エアロゾルを発生しやすい処置の制限、観血的処置の制限が多かった。全体の

70.4%の病院で、マスクが不足した。COVID-19 に対応した BCP を策定した病院は、全体

の 23.6％で、BCP が策定されている病院のうち、歯科に関する内容が記載されている病院

は 39.6％であった。 

 

2. 国外の状況 

１) 米国の状況 

COVID-19 パンデミック直後に、各州で都市封鎖を意味するロックダウンが実施され、

スーパーや薬局、医療、金融等の生活に不可欠な業種以外は営業継続を制限された。違反し

た場合は、罰金や事務所閉鎖等の罰則が科された。2020 年 3 月から 5 月にかけて、多くの

医療機関の外来診療が停止・延期された 26。歯科では、緊急的な対応が必要な処置以外は、

すべての診療が制限され、歯科医療サービスへのアクセスも制限された 27。同年 3 月から
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4 月の歯科医療サービスは、予防処置や歯周病治療等の利用が 94%以上減少し、歯内療法

と抜歯を含む口腔外科の利用が相対的に高くなった 28。同年 5 月、政府の制限が解除され

た州から歯科診療所の診療が再開した。 

米国疾病予防管理センター（Centers for Disease Control and Prevention：CDC）のガ

イドラインでは、歯科医療提供者と患者の相互リスクを最小限に抑えるために、必要な感染

予防対策やプロトコルを示している 11。CDC が示した感染対策には、(1) 医療提供者はPPE

を着用する、(2) 6 フィート（約２メートル）の社会的距離を保つ、(3) 人込みや換気の悪

い屋内空間を避ける、(4) 石鹸と水で頻繁に手を洗う、(5) 予防接種を受ける、がある。米

国歯科医師会は、CDC のガイドラインを支持し、パンデミック初期の歯科診療は、緊急処

置に限定するよう提案した。その後に米国歯科医師会は、制限解除後に歯科診療を再開する

ためのガイドラインを作成した 29。 

2020 年 8 月から 10 月にテキサス州で歯科医師を対象に実施された質問紙調査では、ほ

ぼすべての歯科医師（96％）が、歯科診療における感染予防対策に自信を持っていた。

COVID-19 流行下に、歯科診療のプロトコルが変化したと回答した歯科医師は 21％であっ

た。全体の 60％の歯科医師が、COVID-19 流行下における歯科診療は困難が伴うと考えて

おり、歯科専門職に長期的な影響（> 75％）があることを示した 30。 

 

２）英国の状況 

COVID-19 パンデミック直後の 2020 年 3 月にロックダウンがあり、原則外出禁止と

なり、違反した場合は罰則が科された。スーパーや薬局等の生活必需品を販売する業種以外

は、出勤禁止となった。歯科においても、緊急的な対応が必要な処置を除き、すべての歯科

診療が停止となり制限された。そのため、緊急治療が必要な患者のために、緊急歯科診療セ

ンターが新たに設立された 31。ロックダウン期間には、小児から高齢者までのすべての世

代で、歯科医療サービスの利用が大幅に減少し、減少率は 98％であった 32。歯科医療サー

ビスへのアクセスが制限されたことで、緊急的な入院診療を必要とする歯科関連感染症の
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患者が増加した 33。イングランド地方では、同年 6 月に制限が解除され歯科診療が再開さ

れたが、歯科診療所によっては直ぐに再開できる準備が整っていなかったため、再開する歯

科診療所は緩やかに増加した。PPE の不足による AGP の停止は、歯科医療サービスの提供

に影響を及ぼした。同年 10 月に歯科医療サービスを利用した者は、2019 年 10 月に比べ

て大幅に減少し、減少率は 67%であった 32。 
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Ⅳ. 必要時に受療行動を妨げる関連要因 

患者本人が歯科医療サービスの提供を必要としている時に、その受療行動を妨げる関連

要因として、(1)歯科医療提供側の要因、(2)患者側の要因の２つの側面が考えられる。 

歯科医療提供側の要因として、パンデミック直後の米国や欧州のロックダウンのように

各国政府の強制力のある行動制限により、歯科医療機関が一時閉院していたことが報告さ

れた。用意されたプロトコルに則り、緊急的な歯科診療のみ実施された国が多かったが、日

本の場合は、政府による強い行動制限はなかった。 

医療法第 8 条の２第２項では、病院・診療所を休止するときは、１０日以内に届出する

ことを規定しており、各年の医療施設動態調査では、休診した医療機関数を公表しているが、

各月の動態調査でその数は把握できない。全国の歯科診療所は、2020 年 10 月 1 日現在、

有床と無床を合わせて 67,874 施設ある（表１）。2011 年から 2020 年までの歯科診療所

数の年次推移を確認すると、2016 年までは緩やかに増加傾向であったが、2016 年をピー

クに減少に転じた（図１）。2019 年 10 月から 2020 年 9 月の期間に廃止・休止した歯科

診療所は合わせて 2,191 施設（廃止 1,714 施設、休止 477 施設）であり、廃止・休止とも

に例年よりも増加した（図２）34。新たに開設した歯科診療所数は 2011 年から 2020 年ま

での 10 年間で最も少なかった。開設・再開と廃止・休止の差を示す増減数は 626 施設減

少しており、2011 年から 2020 年までの 10 年間で最も歯科診療所が減少した。神奈川県

保険医協会の質問紙調査結果では、当面の間休診した歯科診療所も一部存在した 24。パン

デミック直後や第１回緊急事態宣言直後に、一部の歯科診療所が廃止・休止したため、患者

が受診できなかった可能性があった。 
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表１ 歯科診療所数の年次推移、増減数（2011-2020 年） 

 
年次は前年 10 月から当該年 9 月までの期間を示す 
 
 
 
 
 
図１ 歯科診療所数の年次推移（2011-2020 年） 

 
各年は前年 10 月から当該年 9 月までの期間を示す。例：2011 年は 2010 年 10 月から 2011 年 9 月  
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図２ 歯科診療所の増減数、休止、廃止（2011-2020 年） 

 
左軸：増減数、休止、右軸：廃止 

各年は前年 10 月から当該年 9 月までの期間を示す。例：2011 年は 2010 年 10 月から 2011 年 9 月 

 

 

患者側の要因として、COVID-19 流行前の先行研究は、地理的制約、金銭的制約、時間

的制約を示した 35。医療機関への距離や、交通手段等、医療サービスへの物理的なアクセ

スが困難である地理的制約、保険料が払えないため医療保険に入ることができない、受診

時の自己負担を払うことができない金銭的制約、仕事や育児等が忙しく医療機関に行く時

間がない等の時間的制約である 36。患者本人が医療サービスの提供を必要としているとい

う点で、感染症流行等の外的要因がない場合は、心理的要因は除かれた。国立社会保障・

人口問題研究所が 2017 年に実施した「生活と支え合いに関する調査」では、過去１年に

受診や治療が必要と思われる病気やけがをした者のなかで、実際に受診をしなかった者は

7.1%であった。その理由として、時間的制約が最も多く（64.8%）、次いで金銭的制約だ

った（19.9%）37。他にも、過去１年間の受診抑制状況を調査した研究では、42.6%が受

診を控えた経験があり、最も多い理由は、病院に行くほどの病気やけがではない、との判

断であった。次いで、時間的制約、金銭的制約、また病院に行くのが好きではないという
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心理的な要因も認められた一方で、地理的制約を理由とした者は少なかった 38。多変量ロ

ジスティック回帰分析の結果では、世帯収入が低い、年齢が若いほど受診抑制を経験しや

すいことが示された。要介護認定を受けていない高齢者では、高齢になるほど地理的制約

が受療行動の妨げとなった 39。 

歯科において、働く成人を対象とした調査では、歯牙や歯周部位の症状を自覚した場合に

受診する者は、男性の最も受診割合が低い年齢層は 25-34 歳で 68.2％、最も高い年齢層は

35-44 歳で 75.6％、女性の最も受診割合が低い年齢層は 25-34 歳で 73.4％、最も高い年

齢層は 55-64 歳で 97.2％であった 40。職場等の歯科健診で治療の勧めに必ず従う者は、男

性では 19.4％（35-44 歳）-24.2％（25-34 歳）、女性で 26.8%（55-64 歳）-52.3％（35-

44 歳）であった。痛みを伴わない場合は、受診を抑制する傾向にあることが考えられた。  
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Ⅴ. 感染症流行時の歯科受療行動と作業仮説の設定 

感染症の流行により、我々の生活様式は、感染予防対策に適応するため、変化を余儀なく

されることがある。医療サービスの提供についても例外ではなく、COVID-19 流行初期に

様々な医療サービスの利用が減少したことを示す先行研究が多い 41-43。特に歯科は、AGP

を伴うことが多く、歯科医療サービスの提供に困難が生じていた 44-46。 

COVID-19 流行下の歯科受診動向については、諸外国の先行研究で、2020 年または

COVID-19 第 1 波までの短期間の動向が報告されており、COVID-19 流行により、歯科医

療サービスの利用が減少していた 32 47。2020 年の短期間の動向のなかでも、米国では、パ

ンデミック直後の 2020 年 3 月から 5 月の利用減少が顕著で、その後は緩やかに回復した

48。また、地域差については、米国の先行研究で COVID-19 陽性者が多い地域ほど、歯科

医療サービスの利用の減少幅が大きいことや、都市部の居住が歯科診療の遅延と関連して

いることを示した報告があった 48 49。しかしながら、米国や英国は、ロックダウン期間に歯

科医療機関の通常診療を休止させた一方で、日本は、第１回緊急事態宣言期間の直前に厚生

労働省の 4 月 6 日事務連絡により周知された、緊急性がない歯科診療延期の推奨にとどま

り、通常診療の継続に対する制限はなく、COVID-19 流行初期の歯科受診への対応は異な

っていた。日本の COVID-19 流行下の歯科受診への影響を明らかにするためには、国内の

政策と関連させ、2020 年のみではなく、より長い期間の動向を確認する必要である。しか

しながら、国内の緊急事態宣言の発出や、都道府県におけるCOVID-19 警戒レベル、COVID-

19 発生状況の違いによる歯科受診動向は、明らかになっていない。そこで、COVID-19 発

生後の歯科受診は、①第１回緊急事態宣言期間に大幅に減少し、第２回・第３回緊急事態宣

言期間は回復する、②第１回緊急事態宣言期間に COVID-19 警戒レベルが高い特定警戒都

道府県と COVID-19 陽性者数が多い地域では減少する、と作業仮説を設定した。 

感染症流行が歯科受療行動を妨げる要因となる可能性として、COVID-19 流行前の先行

研究では、中東呼吸器症候群（MERS）が流行していたサウジアラビアで、歯科医療機関に

来院した患者のなかでも、女性や、若中年層が、MERS 流行下に診療を受けることに不安を
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抱いていたことを示していた 50。また、COVID-19 流行下では、SARS-CoV-2 への感染を

懸念して、外出を控えた患者が、歯科受診も控えた可能性がある 51。国内の先行研究におい

ては、女性や、普段から歯科受診頻度が少ない者が、COVID-19 流行下で歯科受診に不安

を抱いていたという特徴を示していたが、SNS を利用したスノーボールサンプリング調査

で、主に若中年層が対象であった 52。国内の歯科患者の約 45%は 65 歳以上の高齢層であ

るため、全体像を捉えているとは言えない 53。COVID-19 流行下の患者の歯科受診抑制の

状況を明らかにするためには、不安を抱いていた者のみではなく、受診を控えた者を対象に

調査を行う必要がある。長期化する SARS-CoV-2 感染拡大に対応できるニューノーマルな

歯科医療提供の継続や、新たな新興感染症発生時に備えた歯科医療提供体制を構築する上

では、国内の地域の歯科診療所に来院した一般的な歯科患者の、初期の健康危機発生におけ

る特徴を捉えることが必要であるが、十分に明らかにされていない。そこで、第１回緊急事

態宣言期間に、①受診を控えた者は、女性、若中年者、歯科受診頻度が少ない者、当該期間

に予約がない者、来院時に不安要素がある者である、②受診を控えた理由は、COVID-19 流

行に係る外出自粛、COVID-19 感染への恐怖、受診予定の処置内容に緊急性がないためで

ある、と作業仮説を設定した。  
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Ⅵ. 本研究の目的と意義 

COVID-19 流行により、米国や英国では、ロックダウン期間に市民や企業に対して強い

行動制限や違反した場合の罰則を設け、歯科医療機関も一時閉鎖を余儀なくされた。国内で

は、緊急事態宣言期間の外出自粛要請はあったが、違反した場合の罰則はなかった。歯科診

療においても、厚生労働省や関連学会・団体から緊急性がない歯科診療の延期が推奨された

が、通常診療の継続に対する制限はなかった。一方で、COVID-19 流行初期が含まれた期

間に、例年よりも多くの歯科診療所が休止や廃止となり、新規に開設した歯科診療所は少な

いことが明らかになった。また、COVID-19 流行初期に、多くの歯科医療機関で受診者が

減少した。患者が症状や疾患を自覚している時の受療行動を妨げる要因として、COVID-19

流行前の先行研究は、時間的制約や金銭的制約の頻度が高いことを示していたが、別の先行

研究からは、主な感染経路が COVID-19 と同じ飛沫感染である MERS 流行下で、患者が歯

科診療を受けることに不安を抱いていたことも示された。 

そこで、第１研究では、COVID-19 発生後の歯科受診は、①第１回緊急事態宣言期間に

大幅に減少し、第２回・第３回緊急事態宣言期間は回復する、②第１回緊急事態宣言期間に

COVID-19 警戒レベルが高い特定警戒都道府県と COVID-19 陽性者数が多い地域では減少

する、と作業仮説を設定し、COVID-19 流行下に歯科を受診した患者に焦点を当て、COVID-

19 流行前後の歯科レセプト件数の増減を算出することで、患者が歯科受診を抑制した可能

性がある期間とその量を確認する。特に、先行研究で歯科受診者が減少したと報告があった

流行初期は、第１回緊急事態宣言の期間と重なっている。緊急事態宣言の発出と歯科受診者

の減少の関連を検証するため、計３回の緊急事態宣言期間の歯科受診動向を確認する。また、

都道府県やその地域における COVID-19 警戒レベル、COVID-19 発生状況の違いによる歯

科受診動向を分析する。データは審査支払機関が公表している歯科レセプト情報を利用し、

分析項目は受診の目安となるレセプト件数とともに、1 日当たり診療費、1 件当たり日数と

する。 

続いて、第 2 研究では、第１回緊急事態宣言期間に、①受診を控えた者は、女性、若中年
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者、歯科受診頻度が少ない者、当該期間に予約がない者、来院時に不安要素がある者である、

②受診を控えた理由は、COVID-19 流行に係る外出自粛、COVID-19 感染への恐怖、受診

予定の処置内容に緊急性がないためである、と作業仮説を設定し、歯科受診者が減少した第

1 回緊急事態宣言期間に、歯科受診の意向がありながらも受診を控えた者に焦点を当て、そ

の状況を明らかにする。長期化する SARS-CoV-2 感染拡大に対応できる歯科医療サービス

提供の継続や、新たな新興感染症発生に備えた歯科医療提供体制を構築するためには、地域

の歯科診療所に通院している一般的な歯科患者の特徴を捉える必要がある。そのため、

COVID-19 流行初期以降に、歯科診療所を来院した患者を対象に質問紙調査を実施し、第

1 回緊急事態宣言期間の受診抑制の状況と、その関連する要因を明らかにする。関連する要

因は、第 1 回緊急事態宣言期間に歯科受診を控えた者と受診した患者の特徴を比較して分

析をする。 

この２つの研究を通じて、本研究は、COVID-19 発生前後の歯科受診動向と、第 1 回緊

急事態宣言期間の患者の歯科受診抑制の状況を明らかにし、その関連する要因を示すこと

で、COVID-19 流行初期の歯科受療行動の特徴を捉え、今後解決すべき課題を提言するこ

とを目的とした。  
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第 2 章 新型コロナウイルス感染症流行前後の歯科受診動向と緊急事態宣言の影響     

（第１研究） 

 

I. 目的 

本研究は、国内の COVID-19 流行前 3 年間（2017-19 年）と流行後２年間（2020-21

年）の歯科レセプト件数を用いて、COVID-19 流行後２年目までの歯科受診の中期的な動

向を明らかするとともに、COVID-19 流行後の歯科受診の変化を 2019 年同月と比較した

増減率を用いて、緊急事態宣言の発出や都道府県における COVID-19 警戒レベル、COVID-

19 発生状況の違いによる歯科受診動向を明らかにすることを目的とした。本研究では、短

期は COVD-19 流行直後の１年以内、中期は 2 年間の時間経過であると設定した。 

 

Ⅱ. 研究方法 

1. データソース  

本研究は、社会保険診療報酬支払基金（支払基金）の 2017 年 1 月から 2021 年 12 月ま

での月報のオープンデータを使用した。支払基金は、健康保険組合、全国健康保険協会、共

済組合の被用者保険の審査を実施している。国民健康保険や後期高齢者医療制度の審査は

実施していないため、データに含まれない。このデータは、集計されたレセプト件数、医療

費、日数が含まれている。支払基金の 2021 年 12 月の歯科レセプト件数は、1,393 万 3,765

件であり、全国の歯科レセプト件数の 61.1％を占めていることを事前に確認した。また、

厚生労働省の COVID-19 情報ウェブページから、2020 年 1 月から 2021 年 12 月までの

COVID-19 新規陽性者数のデータを収集した 54。人口については、人口推計と国勢調査人

口の各年 10 月 1 日現在のデータを e-Stat から収集した 55。 

 

2. 解析方法  

全国および都道府県支部別の各月歯科レセプト件数、医療費、日数を収集した。本研究で
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は、各月歯科レセプト件数を歯科受診の指標として使用した。さらに、歯科診療状況を反映

する変数として、1 日当たり診療費と 1 件当たり日数（いずれも月単位）を用いた。2020

年から 2021 年に発出された計 3 回の緊急事態宣言期間と、2019 年の同月対応期間を比較

した歯科レセプト件数、1 日当たり診療費、１件当たり日数の増減率を算出した。 

都道府県における歯科受診状況の違いを明らかにするため、都道府県別の 2019 年 4 月

と 2020 年 4 月の歯科レセプト件数の差と増減率を算出した。2020 年 4 月は全国で発出

された第１回緊急事態宣言の開始月であり、先行研究で歯科受診患者の減少が報告された

月である。都道府県別の人口 10 万人当たりの COVID-19 陽性者数を算出した。都道府県

別の 2019 年 4 月と 2020 年 4 月の歯科レセプト件数の増減率と、特定警戒都道府県を反

映した日本地図を作成した。 

2020 年 4 月の各月歯科レセプト件数について、特定警戒都道府県とそれ以外の県の増減

率を算出した。線形回帰分析を用いて、特定警戒都道府県の指定が、都道府県の 2019 年 4

月と 2020 年 4 月の各月歯科レセプト件数の増減率に、有意な影響を及ぼしたかを確認し

た。目的変数を 2019 年 4 月と 2020 年 4 月の各月歯科レセプト件数の増減率、説明変数

を特定警戒都道府県の指定、共変量として 2020 年 4 月の人口 10 万人当たり COVID-19

陽性者数を加え、偏回帰係数を算出した。特定警戒都道府県（n=13）とその他の県（n=34）

の２群の残差分散が不均一であったため、モデルはロバスト標準誤差を用いて推定した。ロ

バスト標準誤差は、残差の均一性を仮定して頑健な標準誤差の推定を行う 56-58。 

統計分析は、Stata/MP Version 16.1 (Stata Corp, Texas, US) を用いた。地図の作成

は Tableau Desktop (Tableau Software, Washington, US) を用いて行った。 

本研究は、集計されたオープンデータのみを使用した観察研究であるため、研究倫理審査

委員会の審査は必要とされなかった。 
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Ⅲ. 研究結果 

1. データセットの特性 

データセットには、2017 年 1 月から 2021 年 12 月までの合計 7 億 3,694 万 6,088 件

の歯科レセプトが含まれていた。2019 年までの歯科レセプト件数の変化は、季節性があり、

経年増加を示した（図 3）。どの年も 3 月の歯科レセプト件数が最も多く、特に 2019 年は

歯科レセプト件数が多かった。 

 

図 3  各月歯科レセプト件数、1 日当たり診療費、1 件当たり日数の年次推移    
（2017-2021 年） 

 
左軸：歯科レセプト件数（千件）、1 日当たり診療費、右軸：1 件当たり日数 
＊緊急事態宣言期間：1 回目 2020 年 4 月 7 日-5 月 25 日、2 回目 2021 年 1 月 8 日-3 月 21 日、 

3 回目 2021 年 4 月 25 日-9 月 30 日 
 

2. 各緊急事態宣言期間の傾向 

2020 年 4 月、5 月の第１回緊急事態宣言期間における全国の各月歯科レセプト件数は、

2019 年同月に比べ、それぞれ 22.3％、20.３％減少した（表 2）。同期間の 1 日当たり診

療費と 1 件当たり日数は、いずれも 2019 年同月より増加した。2021 年 1 月から 3 月ま
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での第 2 回緊急事態宣言期間の各月歯科レセプト件数は、2019 年同月より増加した。2021

年 4 月から 9 月までの第 3 回緊急事態宣言期間の各月歯科レセプト件数は、0.2％下回っ

た 7 月を除き、2019 年同月より高い水準で推移した。第１回から第 3 回緊急事態宣言期間

の各月歯科レセプト件数が、2019 年同月と比較して最も減少したのは、2020 年 4 月であ

った（図 4）。2021 年 7 月には COVID-19 陽性者数の急激な増加の前に、歯科レセプト件

数が若干減少した。   
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表 2 緊急事態宣言期間の 2019 年同月と比較した各月歯科レセプト件数、1 日当たり  

診療費、1 件当たり日数の増減率 

†増減率は以下のとおり算出 
（①－②）/②×100 

① ：緊急事態宣言期間の各月歯科レセプト件数 
② ： 2019 年同月の各月歯科レセプト件数  
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図 4 2019 年同月と比較した各月歯科レセプト件数の増減率（2020-2021 年） 

 
 
＊緊急事態宣言期間：1 回目 2020 年 4 月 7 日-5 月 25 日、2 回目 2021 年 1 月 8 日-3 月 21 日、 

3 回目 2021 年 4 月 25 日-9 月 30 日 
†増減率は、解釈を容易にするため、100 を中心とした値にしている 

‡累積罹患率は、当該月の COIVD-19 陽性者の累積を人口 10 万人当たりで示す 

 

3. 都道府県レベルの比較および特定警戒都道府県指定による変化 

COVID-19 流行後に最も歯科レセプト件数が減少した 2020 年 4 月の歯科レセプト件数

を都道府県レベルで 2019 年 4 月と比較し、その増減率を確認した（表 3、図 5）。歯科レ

セプト件数の減少幅が最も大きかったのは東京都（-35.１％）、次いで神奈川県（-30.０％）

であった。都道府県別の人口 10 万人当たり COVID-19 陽性者数が多い都道府県ほど、歯

科レセプト件数が減少した。歯科レセプト件数が大きく減少した都道府県は、特定警戒都道

府県とほぼ一致した。2019 年 4 月と比較して、レセプト件数が増加したのは宮崎県のみで

あった。  

‡ 
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表 3 都道府県別の歯科レセプト件数の増減率（2019 年 4 月と 2020 年 4 月） 

＊特定警戒都道府県 
累積罹患率は、2020 年 4 月の COIVD-19 陽性者の累積を人口 10 万人当たりで示す
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図 5 都道府県別の歯科レセプト件数の増減率（2019 年 4 月と 2020 年 4 月） 

 

 

特定警戒都道府県とそれ以外の県の歯科レセプト件数の差を比較した結果を表 4 に示す。

特定警戒都道府県の歯科レセプト件数の平均増減率は－24.4％であり、その他の県の平均

増減率－13.1%と比較して、大幅に減少していた。重回帰分析では、特定警戒都道府県はそ

れ以外の県と比較して、歯科レセプト件数の増減率は－5.01%（95%CI：－8.27、－1.74）

であった。 
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表 4 特定警戒都道府県とそれ以外の県の各月レセプト件数の比較（線形回帰分析） 

 
＊特定警戒都道府県に指定された都道府県：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、      

福岡県、北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府 
†ロバスト標準誤差を用いた重回帰分析により、2019 年 4 月と 2020 年 4 月の各月レセプト件数の増減率

を比較。2020 年 4 月の人口 10 万人に対する COVID-19 累積罹患率を共変量として追加 

 

 

Ⅳ. 考察 

本研究では、COVID-19 流行下における歯科受診の中期的な動向を明らかにするととも

に、その動向が緊急事態宣言の発出や都道府県とその地域の COVID-19 警戒レベル、

COVID-19 発生状況の違いによる歯科受診動向を明らかにすることを目的とした。その結

果、第１回緊急事態宣言期間における各月歯科レセプト件数が、2019 年同月と比較して、

最も減少していることが明らかになった。さらに、2020 年 4 月に、特定警戒都道府県は他

の県よりも各月歯科レセプト件数が大幅に減少していることが分かった。一方で、第 2 回

以降の緊急事態宣言期間に、COVID-19 陽性者数の増加に伴う歯科レセプト件数の減少は

観察されなかった。   

計 3 回の緊急事態宣言のうち、第 1 回緊急事態宣言期間に各月歯科レセプト件数の大幅

な減少が認められた。最も減少したのは 2020 年 4 月で、政府と地方自治体がソーシャル

ディスタンスを保つために、外出自粛を促していた時期であった。また同時期は、PPE の不
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足が深刻で、特に不織布マスクは歯科医療機関に対しても供給が滞っていた。第 1 回緊急

事態宣言期間に歯科レセプト件数が大幅に減少した理由として、歯科医療提供側の要因と

患者側の要因の 2 つの側面が考えられる。歯科医療提供側の要因として、未知のウイルス

であった SARS-CoV-2 に感染する恐怖や不安から、歯科診療所が一時閉院を選択した可能

性がある 49 59。患者側の要因として、SARS-CoV-2 への感染を懸念して、外出を控えた患

者が、歯科受診も控えた可能性がある 51。 

第 1 回緊急事態宣言期間は、2019 年同月と比べて歯科レセプト件数は減少したが、1 件

当たり日数と 1 日当たり診療費は増加した。１件当たり日数の増加により、継続的な歯科

診療を必要としない軽症の患者が、歯科受診を控えた可能性が示唆された。日頃から歯科受

診の回数が少ない患者が、第 1 回緊急事態宣言期間の歯科受診に不安を抱いていたことが

示された先行研究の結果と一致していた 52。同様に、１日当たり診療費の増加により、診療

費が比較的安価な処置を行う予定であった患者が、歯科受診を控えた可能性が示唆された。

米国の先行研究では、COVID-19 流行により歯科診療を遅延した成人のうち、74.7%が検

査や機械的歯面清掃を行う予定であったことを報告した 60。国内では、保険診療で検査や

機械的歯面清掃を行う場合、他の診療行為や処置に比べて、それらの診療費は安価な傾向に

ある。また、患者の受け入れを緊急処置に限定する、診療時間当たりの患者数を減らす、エ

アロゾルを発生させる処置を控える等の実務的な変更が、受診者数に影響を与えた可能性

が示唆された 61-64。さらに、先行研究では、感染症流行に限らず、受診者数の減少に伴う減

収、つまり供給が需要を上回る場合、歯科医療提供側が患者を頻繁に来院させる、1 回当た

りの診療費を上げる、としたオーバートリートメントを行う可能性を報告している 65-67。

ノルウェーの研究では、歯科医療サービスの需要と利用は、歯科医療提供側の誘因に影響さ

れることが示された 68。本研究では、診療行為が掲載されている個票データを得られてい
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ないため、オーバートリートメントの検証はできないが、第 1 回緊急事態宣言期間の 1 件

当たり日数と 1 日当たり診療費の増加は、オーバートリートメントの可能性も捨てきれな

い。 

第 1 回緊急事態宣言期間の 2020 年 4 月に、2019 年同月と比較して、多くの都道府県

で歯科レセプト件数が減少し、特定警戒都道府県は他の県よりもその減少幅が大きかった。

特定警戒都道府県において、歯科医療提供側と患者側の両者が、SARS-CoV-2 への感染を

より強く恐れていたことに起因している可能性が示唆された。特定警戒都道府県は、主に都

市部とその周辺の地域を中心に指定され、2020 年 4 月の人口 10 万人当たり COVID-19

陽性者数が多い地域でもあった。 

2021 年末現在までに、COVID-19 陽性者数は第３回緊急事態宣言期間の 2021 年 8 月

に最も大きなピークを迎えたが、同月の歯科レセプト件数は、2019 年 8 月に比べて顕著に

減少していなかった。2021 年の各月歯科レセプト件数が、2019 年に比べて増加した理由

として、2020 年に歯科受診を延期した患者が、2021 年に受診を再開したことが推察され

た。また、COVID-19 流行以前から歯科受診は、経年増加していたことを考慮する必要が

考えられた。 

2019 年同月と比較した歯科レセプト件数は、第 3 回緊急事態宣言期間の 2021 年 7 月

に若干減少し、その後同年 10 月までに増加した。2021 年 7 月に減少した理由として、

COVID-19 ワクチン接種の影響が示唆された。2022 年 4 月 25 日現在、国内の総人口の約

80％が COVID-19 ワクチンを 2 回接種しており、その接種完了人数は 2021 年 7 月から 9

月に増加した。ワクチン接種プログラムが接種完了者の行動に影響を与え、感染予防行動が

低下する可能性が高いことが報告されており 69 70、COVID-19 ワクチンの接種も同様の報

告があった 71。これらの先行研究の結果から、COVID-19 ワクチン接種を受けるまで歯科
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受診を遅延させ、接種完了後に受診を再開した患者の存在が推察された。 

一方で、第３回緊急事態宣言期間に、1 日当たり診療費が 10%程度増加した。これは 1

件当たり日数の減少や、1 回の診察で複数の診療行為や処置を実施したことが原因と考えら

れた。さらに、歯科医療機関の感染防止対策が、2021 年 4 月から 9 月の期間に診療報酬で

暫定的に評価され、診療 1 回あたり 5 点加算されたことも、この診療費の増加に寄与した

可能性が示唆された。 

本研究にはいくつかの限界が認められる。１）被用者保険のデータを使用しており、その

歯科レセプトに含まれる大多数は 65 歳未満であった（2021 年 12 月は 91.5％）。2）被用

者保険加入者数の変動を考慮していない。実際、使用したデータは多くの保険者から収集さ

れ、各月の正確な被用者保険加入者数は不明であった。経済動向の影響を比較的受けやすい

全国健康保険協会（協会けんぽ）のデータによると、前年度と比較した伸び率で 2020 年 3

月は 2.65%であったが、2021 年 3 月は－0.37%であり、若干加入者が減少していた（表

５）。さらに国民健康保険実態調査のデータによると、前年度と比較した伸び率で 2020 年

9 月は－2.16%、2021 年 9 月は－1.79%であり、同じく加入者は減少していたが、減少

の幅は小さくなっていた（表６）。これは、COVID-19 流行により、被用者保険から国民健

康保険への加入保険の変更が例年よりもわずかに多くあった可能性を示唆しているが、協

会けんぽ加入者の増減率は＜－1%であり、本研究で利用したデータへの影響は少ないと考

えられた。3）緊急事態宣言は月の途中で発出または解除されたが、歯科レセプト件数は月

単位で分析した。4）第 2 回および 3 回の緊急事態宣言期間に、緊急事態宣言が発出されな

かった地方自治体があるが、全国レベルの分析では、それらのデータも含めた。 
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表５ 協会けんぽ加入者数の推移 

 

 
各年 3 月現在を示す。 
＊増減率は対前年度からの伸び率を示す。 
 
 
 
表６ 国民健康保険加入者数の推移 

 

 
各年 9 月現在を示す。 
＊増減率は対前年度からの伸び率を示す。 

 

 

Ⅴ. 結語 

本研究では、2021 年末現在までの COVID-19 流行下において、第 1 回緊急事態宣言期

間であった 2020 年 4 月から 5 月にかけて、最も歯科受診者の減少幅が大きいことが明ら

かになった。一方で、第２回・第３回緊急事態宣言期間には、歯科受診者は 2019 年同月と

（千人） 

（千人） 
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比較して、2021 年 7 月を除き増加していた。都道府県別では、特定警戒都道府県に指定さ

れた都道府県や COVID-19 陽性者数の多い地域では、歯科受診者の減少幅が大きい傾向に

あった。国内では、歯科医療機関の診療継続や、患者の歯科受診に対して、厳しい規制がな

かったにもかかわらず、COVID-19 流行初期には患者が自己判断で歯科受診を控えた可能

性がある。行政や歯科医療提供者は、常に患者が安心して歯科を受診できる環境を整え、患

者が受診を求める時には、即座に対応できる更なる体制づくりが必要である。   
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第３章 第１回緊急事態宣言期間の歯科受療行動とその関連要因（第２研究） 

 

I . 目的 

第１研究では、2021 年末現在までの COVID-19 流行下の歯科受診の中期的な動向を明

らかにするとともに、緊急事態宣言の発出や都道府県の COVID-19 警戒レベルの指標とな

った特定警戒都道府県の指定、COVID-19 発生状況の違いによる歯科受診動向を明らかに

した。その結果、第 1 回緊急事態宣言期間であった 2020 年 4 月から 5 月にかけて、歯科

受診者数が最も減少した。さらに特定警戒都道府県に指定された都道府県や、COVID-19 陽

性者数の多い地域では、歯科受診者数の減少幅が大きい傾向にあった。第１研究は、歯科受

診した者に焦点を当て、COVID-19 流行下に 2019 年同月と同水準の受診があったであろ

うことを仮定して、最も歯科受診者が減少した期間や量、その地域を明らかにしたが、歯科

レセプト情報からは、実際に受診を控えた患者の特徴を捉えることはできなかった。また歯

科受診者が減少したとしても、患者本人が歯科医療サービスの提供を必要としている時に、

その受療行動を妨げる関連要因は COVID-19 流行のみではなく、先行研究からは時間的制

約や金銭的制約等の様々な要因が示唆された。COVID-19 流行下の患者の歯科受診抑制の

状況を明らかにするためには、受診を控えた者を対象に調査を行う必要がある。調査のため

に抽出する地域は、特定警戒都道府県に指定された地域や、COVID-19 流行初期に COVID-

19 陽性者数が多かった地域が望ましい。 

本研究では歯科診療所を受診した患者を対象に自記式質問紙調査を実施し、第 1 回緊急

事態宣言期間における歯科診療所への受診抑制の状況と、その関連する要因を明らかにす

ることを目的とした。 
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Ⅱ. 研究方法 

１．対象 

埼玉県（2020 年 10 月 1 日現在、県内の歯科診療所は 3,542 施設）の郡市歯科医師会が

ある 19 地域から層化抽出した歯科診療所 29 施設のうち、調査への協力があった歯科診療

所 28 施設（協力歯科診療所）を 2020 年 9 月 14 日から 19 日の平日と土曜に来院した全

患者を対象とした。協力歯科診療所から患者 1,335 名に調査説明文書を配布し、研究主旨

に賛同した患者 1,312 名から自記式質問調査票（参考 1）の回答を得た（回収率 98.3%）。

質問紙の提出は、患者が封筒に入れて封をし、協力歯科診療所が回収した。小児や高齢者等

の調査説明文書や質問紙の内容理解が難しい場合は、付き添いの者に患者本人として回答

してもらった。回答方法に誤りがあった者は対象から除外し、有効回答者 1,227 名（有効

回答率 93.5%）を得た。なお、患者が調査研究に対して不明点がある場合は、研究者に問

い合わせることができる体制を準備した。 

 

２．調査項目 

自記式質問調査票（参考 1）は、基本属性（性別、年齢、居住地）と問１から問 10 まで

の調査項目があり、本研究では基本属性と問１、問４、問７、問８、問９の②と③、問 10

の回答を分析した。 

問１の質問は「普段どのくらいの頻度で歯科診療を受けますか？（〇はひとつだけ）」で

あり、選択肢は「定期的に月 1 回以上」、「定期的に年数回」、「定期的に年 1 回程度」、「治

療が必要なときのみ」とした。問４の質問は「歯科医院に来院するときに、不安に思ってい

たことはありましたか？（〇はいくつでも）」であり、選択肢は「特になし」、「院内の設備

消毒」、「治療する機械や器具の消毒」、「院内の換気」、「スタッフの手洗い」、「スタッフのマ
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スク着用」、「他の患者との接触」、「治療時に機械からでる水しぶき」、「来院するときの交通

手段」、「その他」とした。問７の質問は「緊急事態宣言中（埼玉県、東京都の場合は 2020

年 4 月 7 日～５月 25 日）に歯科診療を受ける予定（予約）はありましたか？（〇はひとつ

だけ）」であり、選択肢は「あった」、「なかった」とした。問８の質問は「緊急事態宣言中

に実際に歯科診療を受けましたか？（〇はひとつだけ）」であり、選択肢は「受診した」、「受

診を考えたが、受診しなかった」、「受診目的や予定はなく、受診しなかった」とした。問９

は問８で「受診した」を選択した者のみが回答する質問で、小問が２問あり、②は「緊急事

態宣言中にどのような目的で歯科診療を受けましたか？（〇はいくつでも）」とし、選択肢

は「痛みや腫れの応急処置」、「前回の治療の続き」、「定期検診」、「その他」とした。③は「緊

急事態宣言中にどのような治療をしましたか？（〇はいくつでも）」であり、選択肢は「む

し歯」、「歯の根っこ」、「差し歯・かぶせもの」、「入れ歯」、「薬の処方（痛み止め・化膿止め・

その他）」、「歯石とり・クリーニング」、「抜歯」、「知覚過敏」、「味を感じない・味を感じな

いことの相談」、「口の渇きの相談・治療」、「その他」とした。問 10 は問８で「受診を考え

たが、受診しなかった」を選択した者のみが回答する質問で「緊急事態宣言中に受診を考え

たにもかかわらず、歯科診療を受けなかったのはなぜですか？（〇はいくつでも）」であり、

選択肢は「外出自粛」、「新型コロナウイルス感染への恐怖」、「緊急性がない」、「周囲からの

反対」、「かかりつけ歯科医院の一時閉院」、「多忙」、「治療費がない」、「交通手段がない」、

「適当な歯科医院がない」、「歯科医院からの延期の提案」、「その他」とした。 

 

３．解析方法 

解析項目は性別、年齢、居住地、歯科受診頻度、第 1 回緊急事態宣言期間の歯科受診予約

の有無、第 1 回緊急事態宣言期間の歯科受診状況、調査回答時の不安要素とした。歯科受
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診頻度は、選択肢「定期的に年数回」、「定期的に年 1 回程度」、および「治療が必要なとき

のみ」を合わせて「月１回未満」の受診とした。調査回答時の不安要素は、選択肢「院内の

設備消毒」、「治療する機械や器具の消毒」、「院内の換気」、「スタッフの手洗い」、「スタッフ

のマスク着用」、「他の患者との接触」、「治療時に機械からでる水しぶき」、「来院するときの

交通手段」、「その他」の一つ以上選択した場合は「あり」としてまとめた。 

本研究の解析では、第 1 回緊急事態宣言期間に歯科受診の意向があった者 611 名、すな

わち第 1 回緊急事態宣言期間の歯科受診で「受診を考えたが、受診しなかった」を選択し

た 214 名（未受診群）と「受診した」を選択した 397 名（受診群）を対象とし、「受診目

的や予定はなく、受診しなかった」を選択した者は解析から除外した（図 6）。 

 

図 6 解析対象者 

 対象者の属性別に、「未受診群」と「受診群」との割合を比較し、カイ二乗検定を行った。
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目的変数を「未受診群」、説明変数は未受診群と受診群の割合に、有意な差がみられた要因

として、ロジスティック回帰分析を行い、「受診群」に対する「未受診群」のオッズ比を算

出した。説明変数は、性別「女性」と「男性」、年齢「65 歳未満」と「65 歳以上」、歯科受

診頻度「月１回以上」と「月１回未満」、歯科受診の予約「あり」と「なし」、不安要素「あ

り」と「なし」であった。不安要素は、性別で層化解析を行い、フィッシャーの正確確率検

定を用いた。 

「未受診群」に対しては、歯科受診の意向があったにもかかわらず、受診を控えた理由（複

数回答）について、選択肢を用いて質問した。対象者の属性別にフィッシャーの正確確率検

定を行った。 

「受診群」に対しては、第 1 回緊急事態宣言期間に歯科受診をした目的と治療内容（複

数回答）について、選択肢を用いて質問した。治療内容は、患者の理解度に配慮して質問紙

に記載した選択肢を、本稿では診療行為として改めて記載した。すなわち「むし歯」はう蝕

処置、「歯石とり・クリーニング」は歯石除去、「歯の根っこ」は根管治療、「差し歯・かぶ

せもの」は歯冠修復・欠損補綴（有床義歯以外）、「入れ歯」は欠損補綴（有床義歯）、「薬の

処方」は処方、「知覚過敏」は知覚過敏処置、「口の渇きの相談・治療」は口渇処置として分

析を行った。 

本調査で「受診群」に質問した診療行為は、平らの先行研究を参考に、指標となる診療行

為コードを NDB オープンデータから抽出した 72 73。各診療行為において、抽出した診療行

為コードの 2019 年度と 2020 年度それぞれの合計算定回数（全国、埼玉県）、2019 年度

に対する 2020 年度の増減率を算出した。表７に「受診群」に質問した診療行為（大分類）

とその診療行為の指標と設定した診療行為コードを示す。う蝕処置は、診療行為コード 

313000610、313000710、313000810、313001210、313001310、313002010、
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313002210 と設定した。歯石除去は、診療行為コード 304000410、304000510、

304000610、根管治療は、診療行為コード 309002110、309002210、309002310、

309002410、309002510、309002610、309002710、309002810、309002910、

309011930、309012030、309012130、309012230、309012330、309012430、

309012530、309012730、309012930、309013130、309013230、309013330、

309013530、309017030、309017130、309017230、309017330、309017430、歯

冠修復・欠損補綴（有床義歯以外）は、診療行為コード 313005010、313005110、

313024110、歯冠修復・欠損補綴（有床義歯）は、診療行為コード 313005310、313005410、 

313005510、処方は、診療行為コード 306000610、306000710、306001210、

306001310、抜歯は、診療行為コード 310000210、310000310、知覚過敏は、診療行為

コード 309001310、309001410 として分析を行った。なお、口喝処置は、指標となる診

療行為コードの抽出が困難であったため、除外した。 

統計分析および検定は、Stata/MP Version 16.1 (Stata Corp, Texas, US)を用いた。有

意水準は両側 5%とした。 

本研究は、国立保健医療科学院研究倫理審査委員会の承認（承認番号 NIPH-IBRA#12293、

承認日 2020 年 8 月 27 日）を受けて実施した。  
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表７ NDB オープンデータから抽出した診療行為コード 
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Ⅲ. 研究結果 

１．対象者の基本属性 

解析対象者は男性 257 名（42.8%）と比較して、女性 343 名（57.2%）が多かった（表

８）。年齢は中央値 62 歳（範囲 6-93 歳）であり、35-64 歳が 267 名（44.4%）と最も多

かった。受診頻度は月 1 回未満の者が 75.1％であった。緊急事態宣言中の受診予約がある

者は 440 名（73.7％）であった。また不安要素がある者は 217 名（36.2%）であり、治療

する機械や器具の消毒が 20.7%で最も大きな不安要素であった。調査回答時に不安要素が

ある者は、すべての項目において男性よりも女性が多かった（表９）。  
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表８ 対象者の基本属性、未受診群と受診群の比較 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a)各属性に回答があった者のみ記載。各変数の欠損値数は、性別 11、年齢 10、居住地 10、受診頻度 5、 

緊急事態宣言時の予約、不安要素 11。 
b)「全体」は各属性の縦割合を示し、「未受診群 vs 受診群」は「未受診群」と「受診群」の横割合を示す 
c)カイ二乗検定  
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表９ 調査回答時の不安要素（男女別） 

a) 性別を選択した者し、各属性に回答があった者のみ記載 
b) フィッシャーの正確確率検定 

 

 

２．基本属性別にみた「未受診群」と「受診群」の割合 

第 1 回緊急事態宣言期間に歯科受診の意向がありながらも、受診を控えた患者とその関

連する要因を明らかにするため、未受診群と受診群の比較を行った（表７）。未受診群は 214

名（35％）、受診群は 397 名（65％）であった。各項目の「女性」、「65 歳未満」、「受診頻

度月 1 回未満」、「予約なし」、「不安要素あり」の未受診群の割合が統計学的に有意に高か

った。 

上記項目を説明変数として実施したロジスティック回帰分析の結果を示す（表１0）。単

変量ロジスティック回帰分析はすべての項目で有意であった。多変量ロジスティック回帰

分析でそれら全項目を投入したところ、「受診群」に対する「未受診群」のオッズ比は、女
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性 1.69（95%CI:1.12、2.55）、65 歳未満 2.91（95%CI:1.88、4.49）、受診頻度月 1 回

未満 1.71（95%CI:1.04、2.82）、および受診予約なし 7.12（95%CI:4.56、11.11）と

いずれも有意に大きかった。 

 

表１０ 受診抑制に関連する要因別にみた「受診群」に対する「未受診群」のオッズ比 

（ロジスティック回帰分析） 

 

 

３．「未受診群」における受診を控えた理由 

「未受診群」において、緊急事態宣言期間に歯科受診の意向がありながらも受診を控えた

理由は、「外出自粛」や「新型コロナウイルス感染への恐怖」、「緊急性がない」の回答割合

が高かった（表 11）。性別では、顕著な割合の差は認めらなかった。年齢別にみると、「緊

急性がない」と回答した 65 歳未満の者に割合は 47.6%である一方、65 歳以上の者では
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34.5%と低かった。緊急事態宣言発出当初は一時閉院していた歯科診療所もあったが、「歯

科医院から延期の提案」や「かかりつけ歯科医院の一時閉院」を理由にあげた者は少なかっ

た。また「多忙」の時間的制約や、「治療費がない」の金銭的制約、「交通手段がない」の地

理的制約を理由にあげた者も少なかった。 

 

表 1１ 「未受診群」における受診抑制の理由 

a) 受診を控えた理由の選択肢を一つ以上選択した者のみ記載 
b) フィッシャーの正確確率検定 

 

 

４．「受診群」における受診目的、および受診内容 

「受診群」における緊急事態宣言期間に受診した目的は、「痛みや腫れの応急処置」とし

た者の割合は 26.1%、「前回の治療の続き」では 48.1%、「定期検診」では 29.7%であっ

た（表 12）。受診内容についても、歯石除去とした者の割合は 38.9%と高かった。  
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表 1２ 「受診群」における受診目的と受診内容 

a)「受診目的」と「診療行為」の各選択肢を一つ以上選択した者のみ記載 

 

 

５. NDB オープンデータからみる埼玉県の歯科診療行為（2020 年度）の傾向 

 すべての診療行為において、2020 年度の算定回数は、2019 年度の算定回数より少なか

った（表 13）。2020 年度に埼玉県で増減率の減少幅が最も大きい診療行為は、有床義歯（－

10.4％）、次いでう蝕処置（－8.3%）、歯冠修復・欠損補綴（有床義歯以外）（－8.3%）、

歯石除去（－8.2%）であった。  
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表 1３ 歯科診療行為の算定回数と増減率（2019-2020 年 a）） 

 
a) 2019 年度、2020 年度の期間を示す 
b)増減率は以下のとおり算出 
（①－②）/②×100 

① ：2020 年度の算定回数 
② ：2019 年度の算定回数 

 

 

Ⅳ. 考察 

本研究は、COVID-19 による国内初の緊急事態宣言期間における歯科受診抑制の状況と

その関連要因を明らかにすることを目的に調査を行った。その結果、外出自粛や感染恐怖、

不急等の理由から、歯科受診の意向があった患者のうち 35％が受診を控えており、受診抑

制と関連する要因は「女性」、「65 歳未満」、「受診頻度月 1 回未満」、「予約なし」であった。 

「女性」が歯科受診を控えた傾向については、COVID-19 流行時に特に女性が緊急的な

歯科診療を控えていたことが示された報告もあり、本研究の結果と一致していた 51。本研

究では、受診を控えた理由は男女で大きな相違は認められなかったが、COVID-19 や他の

新興感染症流行下で男性よりも女性は歯科診療に不安を感じるとの報告から、不安が女性
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の歯科受療行動に影響を与えていることが示唆された 50 52 74。「65 歳未満」の者では、「65

歳以上」の者と比較して受診を控えた者の割合が大きかった。また「65 歳未満」の者では、

受診を控えた理由として「緊急性がない」と回答した者の割合が「65 歳以上」よりも高か

ったが、有意ではなかった。先行研究では、SARS-CoV-2 感染拡大により緊急的な歯科診

療の割合の増加を示した報告があり、本研究の若中年層の結果を支持していた 75 76。一方、

第 1 回緊急事態宣言期間に受診した患者は必ずしも緊急性を重視した「応急処置」が目的

ではなく、「治療の続き」あるいは「定期検診」が目的である患者が多数存在した。緊急性

だけでなく、日常生活への支障といった患者の受診判断の基準が加わっていた可能性が示

唆された。 

「受診頻度月 1 回未満」および「予約なし」の者は、歯科受診を控える者の割合が大きか

った。COVID-19 流行を契機とした過度な受診抑制は、歯科疾患を悪化させるリスクがあ

るため、受診の判断について歯科医療提供者に相談することが重要である。「受診頻度月 1

回未満」あるいは「予約なし」の者は、歯科医療提供者と日常的なコミュニケーションが取

りづらいため、歯科受診を促す取り組みが必要であり、行政や歯科医師会等を通じた一層の

周知が望まれる。 

歯科医療提供者側は、歯科を受診するか、控えるかの判断に迷う患者に対して、慎重な配

慮により、マネジメントを行うべきである。患者の不安を特定し、その性質や関連する要素

を理解することが重要であり、良好なコミュニケーションやラポールの確立など、マネジメ

ントは多岐にわたる 77 78。医療提供者側がコミュニケーションスキルのトレーニングを実

施することは、患者中心のケアモデルにおける歯科医師と患者の関係を保つ上で、その重要

性が認識されている 79 80。 

本研究の解析対象者の年齢分布は、2017 年に厚生労働省が実施した患者調査の歯科診療
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所を受診した推計患者分布と類似しており、大きな相違はないと考えられた 53。また支払

基金埼玉支部における 2018 年から 2020 年の歯科レセプト件数を同月で比較すると、第 1

回緊急事態宣言期間は明らかにレセプト件数が減少していたが、6 月以降は穏やかに平年並

みに回復していた（図 7）81。本研究は平年並みの受診率に戻りつつあるなかでの調査とな

り、第 1 回緊急事態宣言期間に受診抑制した患者が調査対象に含まれると推察された。 

 

図 7 社会保険診療報酬支払基金埼玉支部の歯科レセプト件数の推移（2018-2020 年） 
 

社会保険診療報酬支払基金の「統計月報」（https://www.ssk.or.jp/tokeijoho/geppo/index.html） 
（2021 年 8 月 19 日アクセス可能）を用いて作成。人口（埼玉県）は 2018 年と 2019 年は総務省統計局 
「人口推計」（10 月 1 日現在）、2020 年は総務省統計局「国勢調査」（10 月 1 日現在）を参照。ただし、 
埼玉支部の被保険者は必ずしも埼玉県に居住しているとは限らない 
 

 

「受診群」の診療行為の指標として NDB オープンデータから抽出したすべての診療行為

において、2020 年度は 2019 年度より算定回数が少なかった。埼玉県の算定回数では、歯

石除去の減少率の幅が全国に比べて大きかった。COVID-19 流行初期に歯石除去でエアロ

（千件） 

https://www.ssk.or.jp/tokeijoho/geppo/index.html
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ゾルを発生させる機械利用をする場合は、感染リスクの理由から、実施を控えることが推奨

されていた診療行為であった。「受診群」の患者が回答した診療行為で歯石除去の割合が比

較的高かった理由として、患者側の認知度が高く、満足度が高い診療行為であるため、患者

の記憶に残りやすい可能性が考えられた。 

本研究にはいくつかの限界が認められる。１）埼玉県内の一部の歯科診療所で調査を実施

したため、緊急事態宣言期間に歯科受診を抑制したすべての患者を対象としておらず、対象

者についても受診抑制をした回数は把握していない。２）表 10 で「未受診群」を層別解析

するにはサンプル数が少なく、検出力が不十分であった。３）本研究は 4-5 か月前のこと

を患者に尋ねていることから、思い出しバイアスが生じている可能性がある。４）協力歯科

診療所での質問紙配布・回収時に、セレクションバイアスが生じ、定期的に通院している顔

見知りの患者が多く選ばれている可能性がある。５）協力歯科診療所が調査対象期間の 6 日

間のうち、自らの判断で特定の調査日のみを選択していた可能性がある。本研究では、埼玉

県内の全郡市歯科医師会から協力歯科診療所を層化抽出し、かつ解析対象者の年齢構成は、

患者調査のそれと類似していることから、研究上の限界および埼玉県という都市部の患者

特性に限定されるものの、緊急事態宣言期間における一般患者の歯科受療抑制の状況とそ

の関連要因が示されたと考えられた 53。 

 

 

Ⅴ. 結語 

本研究では、第 1 回緊急事態宣言期間に歯科受診の意向があった患者のうち、35％の者

が受診を控えたことが明らかになった。受診抑制の関連要因は、女性、65 歳未満の者、受

診頻度月 1 回未満の者、および予約がない者であった。受診を控えた理由は、外出自粛や
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SARS-CoV-2 感染への恐怖、不急が多く、歯科診療所の一時閉院や時間的制約、金銭的要

因を理由とする者は少なかった。COVID-19 流行下では、平常時と異なる理由で受診抑制

が生じたことから、今後、新たな新興感染症の発生に備えた歯科医療提供体制を構築するた

めには、患者が受診抑制を自己判断する前に、歯科医療提供側に相談できる体制づくりが必

要である。特に本研究で明らかになった関連要因を含む集団に対して、効果的にアプローチ

する一層の取り組みが望ましいと考えられた。 
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第４章 総合考察 

１. 研究の総括 

COVID-19 という未知の新興感染症の発生、措置法に基づき国内で初めて発出された緊

急事態宣言、この２つの「初めて」の経験が重なり、医療提供サービス、特に先行研究で感

染リスクが高いことが示された歯科診療は大きな影響を受けた。国内では、米国や英国のよ

うな緊急処置以外の歯科診療の継続に対する制限はなく、多くの患者は継続して歯科受診

ができる環境であったと推察された。一方で、COVID-19 流行初期が含まれた期間に、例

年よりも多くの歯科診療所が休止や廃止となり、COVID-19 流行初期には、歯科受診者数

の大幅な減少を示した報告があった。患者本人が医療サービスの提供を必要としている時

に、その受療行動を妨げる関連要因として、COVID-19 流行前は時間的制約や金銭的制約

の頻度が高いことが示されていたが、主な感染経路が飛沫感染である MERS 流行下では、

患者が歯科診療を受けることに不安を抱いていたことも先行研究から明らかになった。そ

のため、本研究は、COVID-19 発生前後の歯科受診動向と、第 1 回緊急事態宣言期間の患

者の歯科受診抑制の状況を明らかにし、その関連する要因を示すことで、COVID-19 流行

初期の歯科受療行動の特徴を捉え、今後解決すべき課題を提言することを目的とした。 

第１研究では、COVID-19 流行下に歯科を受診した患者に焦点を当て、COVID-19 流行

前後の歯科レセプト件数の増減を算出し、患者が歯科受診を抑制した可能性がある期間と

その量を確認した。2021 年末現在までの歯科受診動向を分析した結果、第 1 回緊急事態宣

言期間である2020年4月から5月にかけて最も歯科受診者の減少幅が大きかった一方で、

第２回・第３回緊急事態宣言期間は 2019 年同月と比較して増加していたことが明らかに

なった。都道府県別では、特定警戒都道府県に指定された都道府県や COVID-19 陽性者数

の多い地域で、歯科受診者の減少幅が大きい傾向にあった。 
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また第 2 研究では、歯科受診者が減少した第 1 回緊急事態宣言期間に、歯科受診の意向

がありながらも受診を控えた者に焦点を当て、その状況を調査した。第 1 回緊急事態宣言

期間に歯科受診の意向があった患者のうち、35％の者が受診を控え、受診を控えた関連要

因は女性、65 歳未満の者、受診頻度月 1 回未満の者、および予約がない者であることが明

らかとなった。受診を控えた理由は、外出自粛や SARS-CoV-2 感染への恐怖、不急が多く、

歯科診療所の一時閉院や時間的制約、金銭的制約を理由とする者は少なかった。 

 

２. 結論 

本研究結果から、COVID-19 流行初期に警戒レベルの高かった地域や、女性や 65 歳未満

といった特徴を持つ者が歯科受診を控えた傾向にあったことが明らかになった。COVID-19

流行初期が含まれた期間に、例年よりも多くの歯科診療所が休止や廃止となったものの、受

診を控えた理由として、歯科診療所の一時閉院や歯科医療提供側からの提案と回答した者

は少なかったことから、多くの者が自己判断により受診を控えたり、遅延させたりした可能

性が高かった。COVID-19 流行初期には、厚生労働省や関連学会・団体から緊急性がない

歯科診療の延期を推奨していたため、その推奨に従った結果となった。一方で、本研究の質

問紙調査では、受診を控えた診療行為や処置を尋ねていないため、緊急性がない歯科診療で

あったのかどうかは判断することができなかった。 

今後、新たな新興感染症の発生に備えた歯科医療提供体制を構築するために、行政機関は

歯科医療提供側と連携し、常に患者が安心して歯科を受診できる環境を整えることが重要

である。患者が安心して歯科受診をするためには、その政策を担っている行政機関と患者の

効果的なリスクコミュニケーションとともに、行政機関と歯科医療機関の連携も欠かせな

い。日頃から双方で情報共有や意見交換を行い、連携を強化することにより、患者の歯科受
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療行動の変化に対応する必要がある。特に、本研究により、SARS-CoV-2 感染が徐々に拡

大した第 1 回緊急事態宣言期間が最も歯科受診が減少し、女性や 65 歳未満といった特徴を

持つ者が歯科受診を控えた傾向にあったことが明らかになったことから、新興感染症発生

時には、早期に行政機関から歯科診療延期の基準や、患者の状態に応じた歯科診療継続の考

え方について、ウェブサイトや SNS を通じて発信するべきである。そのため、平時から情

報発信用のテンプレートを準備しておくと、緊急時にすぐに対応できる。特に、女性や若中

年層をターゲットに絞ったデザインを取り入れると、効果的だと思われる。また、歯科医療

提供側に患者が直接相談できるように、相談窓口の開設に補助金により支援することも一

案である。BCP 策定については、歯科は医科に比べて普及が遅れているため、行政機関で

参考となる BCP 策定のためのガイドラインを示す必要がある。本研究により、女性や 65

歳未満、受診頻度が少ない患者が受診を控える傾向にあったことから、緊急時においては、

それらの患者の特徴を捉えた受診相談や、予約調整を BCP に組み込むとよい。 

歯科医療提供側の関連団体や学会は、流行している感染症の科学的な知見を踏まえて、歯

科医療提供側がどのような感染対策や対応を取ればよいか、早急に見解を示すべきである。

患者が感染への不安等で受診を迷った時に、地域の警戒レベルに合わせて歯科医療提供側

に気軽に相談できる体制づくりが必要である。行政の推奨に従いながら、流行している感染

症への感染リスクと、患者の受診抑制による原疾患の悪化リスクを比較考慮して、患者に助

言を行うべきである。受診に関する相談については、電話や情報通信機器を用いた非対面の

体制強化が有効と考える。一部の歯科医療機関は、COVID-19 流行初期に混乱に陥ったこ

とから、緊急時に備えた BCP 策定を推奨し、歯科診療継続のための対策を事前に準備する

必要がある。 

新たな感染症健康危機発生時に限らず、長期化する SARS-CoV-2 感染拡大に対応できる
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ニューノーマルな歯科医療提供の継続のためにも、本研究で受診抑制の関連が明らかにな

った性別や年齢等を含む集団に対して、効果的にアプローチする一層の取り組みが行われ

ることが望まれる。 
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表１ 歯科診療所数の年次推移、増減数（2011-2020 年） 

図１ 歯科診療所数の年次推移（2011-2020 年） 

図２ 歯科診療所の増減数、休止、廃止（2011-2020 年） 
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図 3  各月歯科レセプト件数、1 日当たり診療費、1 件当たり日数の年次推移    

（2017-2021 年） 

表 2 緊急事態宣言期間の 2019 年同月と比較した各月歯科レセプト件数、1 日当たり  

診療費、1 件当たり日数の増減率 

図 4 2019 年同月と比較した各月歯科レセプト件数の増減率（2020-2021 年） 

表 3 都道府県別の歯科レセプト件数の増減率（2019 年 4 月と 2020 年 4 月） 

図 5 都道府県別の歯科レセプト件数の増減率（2019 年 4 月と 2020 年 4 月） 

表 4 特定警戒都道府県とそれ以外の県の各月レセプト件数の比較（線形回帰分析） 

表５ 協会けんぽ加入者数の推移 

表６ 国民健康保険加入者数の推移 
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参考１ 自記式質問調査票 

図 6 解析対象者 

表７ NDB オープンデータから抽出した診療コード 

表８ 対象者の基本属性、未受診群と受診群の比較 
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表 10 受診抑制に関連する要因別にみた「受診群」に対する「未受診群」のオッズ比 

（ロジスティック回帰分析） 

表 11 「未受診群」における受診抑制の理由 

表 12 「受診群」における受診目的と受診内容 
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図 7 社会保険診療報酬支払基金埼玉支部の歯科レセプト件数の推移（2018-2020 年） 
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